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抄録
2011年3月に発生した東日本大震災における福島第一原子力発電所事故による放射性物質の環境中
への放出により，放射性物質による食品の汚染が懸念された．日本政府は事故の早期および中期段階
の緊急時の対応として暫定的な規制値を設定するとともに，地方自治体に食品の検査を要請して規制
値を超える濃度の食品の流通を制限した．事故から 1年が経過し，長期段階の現存被ばく状況への移
行に対応して，暫定規制値は国際機関の指針に従い見直し，事故からの回復期の食の安全を確保する
ため新たな基準値を設定した．他方，放射性物質汚染への不安から最大で 55 の国・地域において日
本からの農林水産物と食品の輸入が規制された．その後，日本国内での食品を安全に供給する体制が
継続して整備され，放射性物質の検査体制が充実され，食品の検査結果が広く国内外に公表されるこ
とにより，次第に日本の対策が理解され，事故から 10 年が経過した 2021 年頃には多くの国で輸入規
制が撤廃された．本稿では，諸外国の輸入規制撤廃の経緯と日本の対応状況を比較し，今後求められ
る対応のあり方について検討を行う．
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Abstract

After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident in March 2011, there are concerns about 
radionuclide contamination in food due to the release of radioactive materials into the environment. In 
response to this nuclear emergency exposure situation, the Japanese government set the provisional regu-
latory values to restrict the distribution of food products containing radionuclides. These values were then 
revised one year later in response to the transition to the existing exposure situation, and new standard 
limits were implemented to ensure food safety over a longer period of time, at an appropriate level for 
post-disaster recovery. Both measures were in line with international guidelines. Due to concerns about ra-
dionuclide contamination in food, imports of agricultural, forestry and fishery products and foods from Japan 
were restricted in up to 55 countries and regions. Many efforts including implementation of environmental 
monitoring, food monitoring, public disclosure of food inspection results contributed to understand the 
situation in Japan. Over time, import restrictions were gradually lifted in many countries. The aim of this 
review paper is to learn about countermeasures against import restrictions.
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I．はじめに

東日本大震災後に発生した東京電力福島第一原子力発
電所原子炉事故（以下，福島原発事故）は，甚大な被害
をもたらした．環境中のモニタリング調査において広範
囲にわたり放射性物質の濃度の増加が認められ[1]，食
品への影響が懸念された．日本政府は緊急の対策とし
て，暫定的な規制値を設定し，食品を検査する体制を整
備して規制値を超える濃度の食品を回収，廃棄し対策を
講じた[2]．放射性物質による食品への影響については，
以下の総説にまとめられている[3-5]．事故の早期および
中期段階の緊急時被ばく状況は，事故から 1年が経過し
て長期段階の現存被ばく状況へ移行した．暫定規制値
は，原子力災害からの回復期にふさわしいレベルで食の
安全を確保するため見直され，新たな基準値が設定され
た．福島原発事故の影響で 55 の国・地域では，日本か
らの農林水産物と食品に対する放射性物質の懸念から輸
入が規制された[6]．その後，日本政府により農地の除
染[7]，カリウム肥料を用いた農畜作物への放射性セシ
ウム吸収の抑制[8]，飼育管理の徹底など，畜産物の安
全確保対策が行われるとともに，放射性物質の検査体制
が整備され，各食品中の放射性物質の濃度や暫定規制値
または，基準値の超過割合が継続して公表されると，多
くの国では日本の状況が理解され，輸入規制が撤廃され
た．しかしながら，2025年6月でもなお輸入が規制され
ている国や地域がある．本稿では，日本国内での放射性
物質に関する食の安全対策をまとめ，諸外国の輸入規制
撤廃の経緯と日本の対応状況を比較し，今後求められる
対応のあり方について検討を行う．

II． 事故後の食の安全対策；暫定規制値，基準
値の設定

食品の安全は，リスクを評価し，評価結果に基づきリ
スクを管理することで確保される．日本国内では，食品
安全委員会がリスク管理を行う関係行政機関から独立し
て，客観的，中立的な立場から科学的根拠に基づいてリ
スク評価を行う．その後，リスク管理機関の厚生労働省
や農林水産省等が，食品ごとの規制値等を設定する．た
だし，人の健康に悪影響が及ぶことを防止し，又は抑制
するため緊急を要する場合で，あらかじめ食品健康影響
評価を行ういとまがないときはこの限りではない（食品
安全基本法第11条）．2011年3月11日に発生した東日本
大震災，それに続く福島原発事故による災害では，環境
中へ放射性物質が放出され，東京都内でも飲料水中の放
射性ヨウ素の濃度が乳児の暫定指標値を超えるなど通常
よりも高い濃度の放射性物質が検出された．食品への汚

染が懸念され，緊急の食の安全対策が必要であったこと
から，同年3月17日に厚生労働省は原子力災害特措法上
の措置に基づき，食品衛生法の観点から暫定的な規制値
を設定し，暫定規制値を超える食品が食用に供されるこ
とがないよう各自治体に通知した[9]．暫定規制値の基
となったのは，原子力安全委員会により策定された飲食
物摂取制限に関する指標であり，同指標は国際原子力機
関（IAEA）等の考え方を踏まえて年間摂取での預託実
効線量 5ミリシーベルト ，甲状腺等価線量 50 ミリシー
ベルトを参考レベルとして策定された．暫定規制値の対
象の放射性物質はヨウ素 (I-131)，放射性セシウム（Cs-
134，Cs-137），ストロンチウム 90（Sr-90），ルテニウム
106（Ru-106），プルトニウム(Pu-238，Pu-239，Pu-240，
Pu-241），ウラニウム（U-238, U-234, U-235)，α線核種
である．寄与率を算出し参考レベルを超えないように各
食品群で放射性ヨウ素と放射性セシウムの濃度の指標値
が設定された．暫定規制値は，食品安全委員会の評価を
受けずに定めたものであることから，厚生労働大臣は食
品安全基本法に基づき，食品健康影響評価を諮問し，食
品安全委員会は同年3月29日に「放射性物質に関する緊
急とりまとめ」を厚生労働省に答申した[10]．食品安全
委員会は継続して食品健康影響評価を行うとし，厚生労
働省は暫定規制値の維持を決定した．
農地の除染，カリウム肥料の使用，飼育管理の徹底な
どの対策が功を奏し，放射性物質の検査では多くの食品
で濃度が低下し，暫定規制値を下回っていることが確認
され，一定の安全が確保されていたが[11]，緊急時対応
から現存被ばく状況への移行に対応して，国際機関のガ
イドラインとの調和を図り，長期的な状況に対応するた
め，厚生労働省において暫定規制値の見直しが行われた．
2012年 4月 1日からは，食品の国際規格を作成するコー
デックス委員会の指標を用い年間 5ミリシーベルトから
1ミリシーベルトに参考レベルを引き下げ，基準値を施
行した．その後現在（2025年6月）に至るまで同基準値
が維持されている．放射性セシウムを指標とする基準値
は，半減期1年以上の放射性物質（放射性セシウム，Sr-
90，RU-106，プルトニウム）を対象として設定され，事
故の 1年後で影響がみられない短半減期の放射性ヨウ素
は対象外である．対象の放射性物質を全て測定するのに
は時間がかかり，迅速に汚染を把握することは困難なこ
とから，移行経路ごとに放射性セシウムの寄与率を算出
し，対象の放射性物質に由来した線量を合計して 1ミリ
シーベルトを超えないように放射性セシウムを指標とす
る基準値が設定された．表 1に上述の暫定規制値と基準
値について比較しまとめた．暫定規制値と基準値の設定
の科学的根拠の詳細については，雑誌「保健医療科学」
に掲載されている論文にまとめた[2,3]．

keywords:  food safety, radionuclide, import restrictions, food inspection, Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant Accident
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III．食品からの内部被ばく線量の計算方法

食品からの放射線の内部被ばく線量 (シーベルト；Sv)
は，食品中の放射性物質の濃度（Bq/ kg）に摂取量（kg）
と実効線量係数を乗じて算出される（図 1）[12]．預託
実効線量係数は，放射性物質の種類毎に（必要に応じて
化学型など別に），また，吸入摂取か経口摂取か摂取経
路や年齢による代謝の違いが考慮され国際放射線防護委
員会（ICRP）が提示している．

IV．食品の検査

食品に含まれる放射性物質の検査には，NaI（Tl）シ
ンチレーションスペクトロメータ等を用いた効率的なス
クリーニング検査とゲルマニウム半導体検出器を用いた
精密検査の 2種類の方法がある．スクリーニング検査は，
短時間に基準値超過の可能性を判定することを目的とす
る．ゲルマニウム半導体検出器を用いた分析法では，食
品を細切，秤量した後に測定容器に入れ，放射性物質の
濃度を正確に測定することを目的とする．原子力災害対
策本部では，2025 年「検査計画，出荷制限等の品目・
区域の設定・解除の考え方」で食品中放射性物質に関す
る検査のガイドラインを示し，地方自治体はそれに従っ
て検査計画を策定して食品検査の対象を決定し検査を実
施している[13]．基準値を超過した食品は食用に供され
ることがないよう廃棄あるいは回収等の措置が取られる．
基準値を超過する食品に地域的な広がりが認められる場
合には地域や品目を指定して出荷制限が指示され，著し
く高い値が検出された品目に対しては出荷制限に加えて

摂取制限が指示される．出荷制限等の解除は，直近の1ヶ
月以内の検査結果が，1市町村当たり，3か所以上，す
べて基準値以下などで判断される．

V．諸外国の日本産食品に対する輸入規制の変遷

福島原発事故の影響で，日本の食品に対し 55 の国・
地域で輸入規制の措置が取られた．これらの国・地域は
全ての日本産食品に産地証明書が求められるとともに，
指定される地域の食品に対しては放射性物質検査が義務
付けられた．輸入規制の概要や輸入規制撤廃の経緯につ
いては農林水産省のホームページ上で情報公開されてい
る[6]．以下に，表中に挙げた国・地域を例として，輸
入規制の内容，撤廃理由，日本国内の状況を記載する．
2011年6月にはカナダで，日本の対策が信頼され，また，
自国の検査で放射性物質が基準値を大幅に下回ったこと
からはじめて規制措置が撤廃された．マレーシアでは
3 ヶ月間の日本産食品中の放射性物質の検出状況の結果
に基づき2013年の3月に撤廃されたが，その後も継続的
に監視がつづけられた．タイでは，Codex Alimentarius 
Commission（Codex） に準ずるタイの食品中の放射性
物質基準（放射性ヨウ素は 100 Bq/kg，放射性セシウム
500 Bq/kg を超えてはならない．）の適合の証明が求めら
れていたが，2015年5月に一部の野生動物肉を除き輸入
規制が撤廃された．事故から 5年が経過し，表のハイラ
イトで示している輸入時に現地で放射性物質のモニタリ
ング検査を実施している国々では少しずつ日本の対策が
理解され，徐々に規制を撤廃する国が増えた（インド
（2016年2月），ネパール（2016年5月），カタール（2017
年4月），ウクライナ（2017年4月），パキスタン（2017

表1　暫定規制値と基準値
暫定規制値 基準値

適用期間 2011.3.17から2012.3.31まで 2012.4.1～現在まで

対象放射性物質 放射性ヨウ素，放射性セシウム，Sr-90，プルトニウム，
ウラニウム，α線核種  

半減期 1年以上の放射性物質全体（放射性セシウム，
Sr-90，プルトニウム，Ru-106）

設定方法
寄与率を算出し，対象の放射性物質に由来した線量を
合計して 5ミリシーベルトを超えないように放射性ヨ
ウ素と放射性セシウムの濃度の指標値を設定

移行経路ごとに放射性セシウムの寄与率を算出し，対
象の放射性物質に由来した線量を合計して 1ミリシー
ベルトを超えないように放射性セシウムの基準値を設
定

対象食品群
 （Bq/kg）

飲料水（200），牛乳・乳製品 （200），野菜類，穀類，
肉・卵・魚・その他　（500）

飲料水（10），牛乳 （50），一般食品 （100），乳児用
食品 （50）

超過時の対応 回収・廃棄，出荷制限，摂取制限 回収・廃棄，出荷制限，摂取制限

食品中の放射線セシウム
の濃度（Bq/kg）

食品の摂取量 
(kg)

預託実効線量係数
(uSv/Bq)

放射性物質の種類や摂取
経路、年齢ごとに定められる。

内部被爆線量
（μSv） = ××

図1 食品の摂取による内部被ばく線量推計の計算式
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年10月），トルコ（2018年2月）　で規制撤廃）．しかし，
日本から放射性物質検査報告書を求める国々では解除ま
で長い期間を必要とした．米国では，生産国または輸出
国において販売が禁止または制限されている場合，輸入
が拒否される旨を定めている．日本で出荷制限措置がと
られている品目は，県単位で輸入停止とし，一部の対象
県の牛乳，乳製品，農産品には，米国の食品安全基準に
違反していない事の証明が求められ，その他の食品につ
いては，米国にてサンプル検査が実施された．事故後
10 年が経過し，日本から輸入された食品の 10 年間にわ
たるサンプル検査結果の検討の結果2021年9月に米国食
品医薬品局（FDA）は，消費者の放射線リスクが十分に
小さいことが確認されたことから規制の撤廃を発表した
[14]．
しかし，2025年 4月でもなお6の国と地域（ロシア，

台湾，中国，香港，マカオ，韓国）で輸入規制の措置
が取られている．中国では，10 都県（福島，宮城， 茨
城，栃木， 群馬，埼玉， 千葉，東京, 長野，新潟）を指定
し，全品目に対する輸入停止を継続している（新潟県産
米は2018年5月9日の日中首脳会談後に2018年11月28
日付けで解除）[15]．これ以外の県についても，食品・
飼料等について日本の政府機関が発行する証明書（放
射性物質検査報告書や産地証明書）の添付を求めてい
る．日本国内の現行の基準値はSr-90 等の放射性物質の
線量への寄与も加味して設定されており，放射性セシウ
ム濃度の測定で管理している．しかし，中国では公衆の
安全を守るためとして一部の食品で放射性物質検査証明
書にストロンチウム等の分析を求めており，検査項目の
合意に至っていない．ストロンチウムの分析では測定対
象外の放射性物質や，食品や土壌成分などとして元々含
まれる他の物質を分離しないと定量できないことから測
定に 1か月必要とする．このことから，実質上，日本か
ら輸出ができない．また，2023年8月から開始された福
島原発事故における多核種除去設備（ALPS：Advanced 
Liquid Processing System）からの処理水の海洋放出によ
る海洋汚染のおそれがあるとして，2023 年 8 月 24 日以
降，日本産水産物の輸入を全面的に一時停止した．2024
年 9 月に日中両政府で「日中間の共有された認識」を発
表し，IAEAの枠組みの下での追加的モニタリングが実
施された　[16]．また，2025 年 3 月以降，3回にわたり
「日本産水産物の対中輸出再開に向けた日中当局間の技
術協議」を実施し，同年2025年5月28日の第4回協議に
おいて，中国向け輸出再開のために必要な技術的要件に
ついて合意に至った　[17]．2025年6月29日より日本産
水産物の輸入規制は緩和され，放射性物質に関する証明
書等の添付を条件として，上記の 10 都県以外の 37 道府
県の水産物の輸入停止措置が解除された[18]．
韓国でも，特定の地域・品目に対して輸入停止措置を
講じている．また，輸入可能な食品・飼料について，地
域・品目に応じて放射性物質検査証明書又は産地証明書
を求めている．さらに，韓国輸入通関時の放射性物質の

検査で放射性セシウム又はヨウ素が 0.5 Bq/kg以上（小
数点第一位を四捨五入して 1 Bq/kg 以上）検出されれば，
福島事故の影響が考えられるとして輸入者にSr-90 やプ
ルトニウム等 17 核種の追加的な放射性物質検査証明書
が求められる．2011年3月以降，日本産水産物等への輸
入規制を強化し， 8 県産の全ての水産物の輸入を停止し
ている．
ロシア政府は，日本から輸出される食品のうち 6都県
産（福島，栃木，群馬，茨城，千葉，東京の食品（水産
物を除く））に対して，放射性物質検査証明書の添付を
求めている．ALPS 処理水の海洋放出に伴い，中国の一
時的制限措置に参加することとし，日本産水産物の輸入
を停止している．台湾は，5県（福島県，茨城県，栃木県，
群馬県及び千葉県）産の全ての食品（酒類を除く）につ
いて，放射性物質検査報告書の添付を求めている． また，
酒類を除く全ての日本産食品について，産地証明書の添
付を求めている．

VI．日本政府の対応

食品や製品に対する輸入規制に対する日本政府の取り
組みについては，経済産業省の資料で紹介されている
[19]．本稿では，このうち食の安全対策の信頼を回復す
る上で特に重要な対策について以下にまとめた．

1．環境モニタリングの実施
環境省では，福島原発事故以前より放射性物質の大
気・土壌・水道水・海水のモニタリング調査を実施し，
事故後の環境への影響を把握するために利用されている．
環境モニタリングでは，大地，建造物，大気中に含まれ
る放射性物質から放出される 放射線（γ線）と宇宙線
からの空間放射線量率や大気中に浮遊するチリやホコリ
に含まれるα線またはβ線を放出 する放射性物質の濃
度（空気中放射能濃度）が測定される．自動モニタリン
グにより大気の汚染の状況は常時監視されており，各
省庁のホームページで情報を公開している[20,21]．また，
福島県他近隣 5県の放射性物質の濃度や分布の調査結果
から除染を計画し実施した．

2．被災地産品の放射性物質検査の実施
日本政府は，地方自治体による食品の放射性物質検査
を実施するため，測定機器の導入，検査方法等に関する
研修会の開催などを支援した．また，検疫所，国立試験
研究機関及び契約検査機関における検査が実施された．
以上より，食品の放射性物質検査体制を整備した．
各自治体で検査計画に従い実施された食品の検査結果
は厚生労働省に報告され，国立保健医療科学院（科学院）
では，検査結果の検索が可能なデーターベースを管理し，
インターネット上で一般に公開している[22]．データの
全件数は2012年 3月までに136,999件，2012年 4月以降
は2,713,154件で（2025年6月現在），都道府県別に，品
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表2　各国の輸入規制の内容と日本の状況
撤廃した年 国，地域名 輸入規制の内容 日本国内の状況

2011 カナダ カナダ側の検査で放射性物質が基準値を大幅に下回る（6月撤廃）

暫定規制値を設定　（3月）
17都県を中心に地方自治体において食品中
の放射性物質に関する検査を開始　（3月）
暫定規制値を超過する食品の回収，廃棄，
出荷制限，摂取制限　（3月から）
検査計画に対するガイドラインを策定　（4
月，以降毎年更新）
マーケットバスケット調査　検査結果の公
表（以降年2回，毎年実施）

2012

基準値を設定（4月）
基準値を超過する食品の回収，廃棄，出荷
制限，摂取制限
食品中の放射性物質対策に関する説明会
（以降，毎年開催）

2013 マレーシア 全ての日本産食品に対して産地証明が求められるとともに，福島県産
の食品に対してはマレーシア側で全ロット検査を実施（3月撤廃）

2015 タイ 放射性物質検査報告書，産地証明の提出
一部の野生動物肉を除き輸入規制が撤廃（5月撤廃）

2016

インド 全ての食品に対し，インド輸入時に放射性物質に関する全ロット検査（2
月撤廃） 復興庁により，原子力災害による風評被害

を含む影響への対策タスクフォース」を開
催

クウェート 輸入時に放射性物質検査報告書を提出（5月撤廃）

ネパール 日本産の全ての食品に対し，ネパール輸入時に放射性物質に係るサン
プル検査（8月撤廃）

2017

カタール 全ての日本産食品については，カタール輸入時にサンプル検査（4月
撤廃）

ウクライナ 全ての日本産食品については，ウクライナ輸入時に検査強化（4月撤廃）
パキスタン 全ての日本産食品については，現地でのサンプル検査（10月撤廃）

サウジアラビア 全ての日本産食品・飼料については，放射性物質検査証明書又は放射
性物質検査結果報告書の提出（11月撤廃）

アルゼンチン 全ての日本産食品・飼料については，放射性物質検査証明書等の提出
（12月撤廃）

2018

トルコ 日本産食品・農水産物については，トルコにおいて放射性物質の全ロッ
ト検査（2月撤廃）

ニューカレドニア 一部の日本産食品・農林水産物については，放射性物質検査証明書や産地証明書の提出（7月撤廃）

ブラジル 福島県の全ての食品については，放射性物質検査証明書の提出 （8月撤
廃）

オマーン 全ての日本産食品については，放射性物質検査報告書又は輸出事業者
証明書の提出（12月撤廃）

2019

バーレーン 全ての日本産食品については，放射性物質検査報告書又は輸出事業者
証明書の提出（3月撤廃）

コンゴ民主共和
国

全ての日本産食品及び農業加工品について，放射性物質検査証明書の
提出（6月撤廃）

ブルネイ 福島県産の全ての日本産食品について放射性物質検査証明書，福島県
以外の都道府県産の全ての食品について産地証明書の提出（10月撤廃）

2020

フィリピン
福島・茨城県産の牛肉，野菜・果実，植物，種苗等及び福島・茨城・
栃木・群馬県産の水産物については放射性物質検査報告書，これら以
外の都道府県産品については産地証明書の提出（1月撤廃）

モロッコ 13 都県産の食品・飼料等について放射性物質検査証明書の提出（9月
撤廃）

エジプト 福島県など７県産の水産物について，放射性物質検査証明書の提出（11
月撤廃）

レバノン 全都道府県産の全ての食品・飼料等について，放射性物質検査報告書
の提出（12月撤廃）

UAE 福島県産水産物について，放射性物質検査報告書の提出（12月撤廃）

2021

イスラエル ６県産の一部の食品について，全ロットの輸入時の検査又は放射性物
質検査報告書の提出（1月撤廃）

シンガポール 福島県産の食品について，放射性物質検査報告書の提出（5月撤廃）

アメリカ 市町村・区域で出荷制限措置が取られている品目（福島県等 14 県）に
ついて，輸入規制（9月撤廃）

2022
インドネシア 放射性物質検査報告書の提出（7月撤廃）
EU，EFTA及び
北アイルランド 放射性物質検査証明書　産地証明書の提出（8月撤廃）

2023 ALPS処理水の海洋放出（8月）

2024 仏領ポリネシア 一部の日本産食品・農林水産物については，放射性物質検査証明書や
産地証明書等の提出（5月撤廃）

注釈　農林水産省ホームページ「原発事故に伴う諸外国・地域の食品等の輸入規制の概要」
https://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html参照
表のハイライトは輸入時に現地で放射性物質のモニタリング検査を実施している国々を示す．
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目ごとに放射性物質の検査結果の検索が可能である．検
査結果は，厚生労働省のホームページで公開されており，
概要を以下に示す　[23]．2011 年 7 月に汚染した稲わら
の摂取により牛肉から高濃度の放射性セシウムが検出さ
れたため，以降，牛の全頭検査が実施されてきた．こ
のため，2012 年度から 2019 年度までの食品の検査件数
は年間20万件超に及んでいた　[23]．一方，牛肉の基準
値超過は2013年以降，認められていない　[24]ことから，
肉類の検査は効率化され，年間の検査件数は 2020 年度
以降，5万件以下にまで減少した．食品の検査は，放射
線物質の汚染が疑われる項目を選定して実施している．
2020 年以降の基準値超過は栽培/飼養管理が困難な品目
群で多くみられ，各年度とも超過割合は 0.4%以下で超
過件数は 160 件ほどである[23]．2018 年度以降は，キノ
コ・山菜類，水産物，ハチミツを除き，基準値を超過し
た食品は見られない．
この他，全国15地域（北海道，岩手，宮城，福島（浜

通り），福島（中通り），福島（会津）， 栃木， 茨城， 埼
玉， 東京， 神奈川， 新潟， 大阪， 高知， 長崎）でマーケッ
トバスケット方式により，実際に流通する食品を購入し
て食品中の放射性セシウムの濃度が調査されている [25-
28]．本調査において生鮮食品はできるだけ地元産・近隣
産の食品を購入し，通常の食事の形態に従って調理した
後に，国民健康・栄養調査に基づく摂取量に従って，食
品中の放射性物質の濃度を測定した ．調査は 2011 年 9
月から行われ，厚生労働省のホームページで調査結果が
公表されている（食品衛生基準行政の移管（2024年4月
1 日）に伴い，本調査は今後，消費者庁が実施 ）．食品
中に含まれる放射性物質の量，摂取量，実効線量係数か
ら，年間の放射線量を推定される．2024年 2月から3月
までの食品中の放射性セシウムの調査結果では，1年間
に0.0005～0.0010ミリシーベルトと推定され，現行基準
値の年間1ミリシーベルトの1/1000程度であり，極めて
小さいことが確かめられた[29]．厚生労働省と消費者庁
のホームページでは検査結果のみを示すのではなく，食
品中の放射性物質へのこれまでの対応と基準値の解説を
示すとともに，検査結果から食品摂取による被ばく線量
を推計し，自然界から受ける放射線の線量と比べても非
常に小さいことを説明している [23, 30]．このような科
学的，専門的な知識を受け手にわかりやすく正確に伝わ
るよう放射線に関するリスクコミュニケーションの配慮
が重要である．消費者庁，内閣府食品安全委員会，厚生
労働省，農林水産省，地方自治体の共同開催で，消費者
へは，食品中の放射性物質の基準値や放射性物質による
健康影響等 についての意見交換会等を開催した．また，
厚生労働省や消費者庁では，食品のリスクコミュニケー
ションを担当する行政職員の養成の促進に取り組んでい
る．

3．輸出品の安全性に対する信頼確保
農林水産省では，放射性物質に関する日本における食

品の安全性確保の取り組みについて，情報提供している
[31]．基準値超過は2013年 9月以降，日本国内での各種
検査だけでなく，輸出先国・地域での日本産食品の水際
検査の結果においても確認されていない． 農林水産省
は，さらに，主要な諸外国・地域における放射性物質に
係る輸入規制の状況を生産者や輸出業者に情報提供を行
い，必要に応じて相手国が求める放射性物質検査証明書
や産地証明書等を発行している． また，復興庁は 2016
年 4 月に原子力災害による風評被害対策として「原子力
災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォー
ス」を開催し，諸外国の輸入規制の緩和，撤廃の働きか
けを継続しておこなうことを確認した．G7 閣僚会合等
の場を活用し，G7 農業大臣会合では，輸入規制が科学
的根拠に基づく国際ルールと調和的であるべき旨もりこ
まれた新潟宣言が採択された．食品中の放射性物質に対
する日本政府の対応は，海外に向け英文ホームページで
紹介されている[32-34]．

4．ALPS 処理水の海洋放出
計画被ばく状況において原子力発電所等からの環境中
に放出される液体・気体廃棄物に含まれる放射性物質の
規制基準は，放出される放射性物質による追加的な公衆
被ばく線量を，年間で 1ミリシーベルト未満にすること
を基本に定められている．この排水に関する国の安全
規制の基準 では，廃液にトリチウムのみ存在すると仮
定すると，排水中の濃度限度は60,000Bq/Lである．規制
基準を満たすまでALPSを用いて高濃度の放射性物質を
低減する処理が行われ，トリチウム以外の放射性物質の
濃度が基準値以下であることを確認し結果が公表される．
ALPSでも取り除くことが困難なトリチウムについては，
規制基準を満たすため海水で希釈される．排気中，排水
中の放射性物質の濃度が基準値以下になるように監視お
よび管理されている．

5．国際機関による評価
IAEAは，2023年2月の日本政府からの福島第一原子力
発電所における復旧作業に関する報告書を基に，2023 年
4月に評価結果を公表した　[35]．日本国内での食品の検
査結果を踏まえ，報告期間中に数千件の食品サンプルが
収集され，継続的な監視，適切な規制措置，必要に応じ
て制限措置の見直し，および情報発信などの提供された
情報に基づき，食品の放射性核種汚染に関する監視と対
応措置が適切であり，食品供給体制が効果的に管理され
ており，食品供給が安全であると評価している．ALPS
処理水の海洋放出後から現在（2025年 6月）に至るまで
IAEAの評価では，日本が海洋環境で測定した放射性物
質の濃度が低く，安定していることを確認している．

VII．まとめ

原子力災害発生後の緊急時の対応として，日本政府は
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迅速な食の安全対策を実施した．しかし，各国からの日
本産の食品に対して信頼を回復するのには長い時間が必
要であった．日本政府は地方自治体と協力して，放射性
物質を検査する体制を整備し，科学院では全検査件数
2,850,153 件（2025 年 6 月時点）の検査結果を検索が可
能なデーターベースで管理し，一般に公開する等，食品
の検査によって食の安全性を確保し，検査結果の正確な
情報提供に努めてきた．撤廃・緩和に向けた地道な働き
かけを行ってきた結果， 規制を講じた55の国・地域のう
ち，49 の国・地域が規制を撤廃した．今後も日本の食
の安全対策に対する取り組みを広く国内外に情報提供を
行い，理解を深める必要がある．本論文が食品の安全対
策の取り組みを理解する一助となることを期待する．
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